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理事・評議員の異動

　佐久穂町社会福祉協議会役員の改選（選出
母体の役員交代による）についてご報告します。
（　）内は旧役員氏名です。

　　　【理　事】倉澤陽一（須田竹彦）
　　　【評議員】由井初代（中島弘美）
　　　　　　　　小澤真一（市川正一）

心あたたまるご芳志
ありがとうございます

　社会福祉活動のために、貴重な寄付が寄せ
られました。心より感謝申し上げます。お寄せ
いただきました寄付は、社会福祉協議会が行
う事業に活用させていただきます。 

災害義援金の報告

 日本赤十字社長野県支部に送金いたしました。義援金を
お寄せいただきありがとうございました。

社会福祉法人軽減制度（社福軽減）をご存じですか？

社福軽減の利用対象者の条件 （すべて満たした方）

①町民税非課税世帯
②年間収入が単身世帯で150万円以下 (世帯員1人につき50万円を加算した金額)
③預貯金等の額が単身世帯で350万円以下
　（世帯員１人につき100万円を加算した額以下）
④日常生活に供する資産以外に活用できる資産が
　ないこと　
⑤負担能力のある親族等に扶養されていないこと
⑥介護保険料・税金等を滞納していないこと

　佐久穂町社会福祉協議会は、低所得で生計が困難である方に対して、介護保険サービスの利
用料を軽減して利用できる実施法人の認可を受けております。本会が運営している介護サービ
スをお使いの方は、利用者負担金の25％（1/4）が軽減されます。

　佐久穂町社会福祉協議会は、低所得で生計が困難である方に対して、介護保険サービスの利
用料を軽減して利用できる実施法人の認可を受けております。本会が運営している介護サービ
スをお使いの方は、利用者負担金の25％（1/4）が軽減されます。

　佐久穂町社会福祉協議会は、低所得で生計が困難である方に対して、介護保険サービスの利
用料を軽減して利用できる実施法人の認可を受けております。本会が運営している介護サービ
スをお使いの方は、利用者負担金の25％（1/4）が軽減されます。

　・水源地の生活と環境を考える会 様　　
　　　トイレットペーパー　100ロール
　・その他の方から下着類等

 令和6年能登半島地震義援金　  1,393円
 令和7年青森県東方沖地震義援金　 11円　　
　　　　　　　　　 ※令和8年4月30日現在

ご案内

　　詳細はこちら 

社協のサービスを
ご利用の方

佐久穂町役場
健康福祉課高齢者係
☎0267-86-2528

社協以外のサービスを
ご利用の方

長野県健康福祉部
介護支援課

☎026-235-7111

1.減額認定申請

2.該当する方を承認

3.利用時、認定証

被保険者(利用者） 佐久穂町

利用先の施設








